
第１１号様式（２）（第１３条関係） 

令和 ●年 ４月 １日 

 

おきなわ工芸の杜 利用申請書 

（共同工房・機械器具） 
 

 おきなわ工芸の杜 館長 殿 

住   所：豊見城市字豊見城1114番地1 

会 社 名：おきなわ工芸の杜 

担 当 者：沖縄 太郎 

連 絡 先：TEL  098-987-0467          

      携帯 〇〇〇－〇〇〇〇－〇〇〇〇  

                           Mail info●okinawa-kougeinomori.jp 

 次のとおり申請いたします。 

※以下の内容をご確認の上、☑を入れてください。 

□利用時間には、準備・片付けも含まれています。利用時間の厳守をお願いします。 

□利用後は、整理整頓・清掃を行い、利用前の状態に戻してください。ゴミは利用者の責任でお持ち

帰りください。 

□機器類の利用方法を守り、破損等に注意してご利用ください。又、予約していない機器類を無断で

利用しないでください。 

□敷地内での喫煙行為、火災等の危険を生じる恐れのある行為、その他、迷惑行為を禁止します。 

□その他、「おきなわ工芸の杜施設、附属設備及び機械器具の利用について」を順守してください。 

機械器具・部屋 利用期間 数量 時間数 単価 金額 

手押し鉋（小型） 
４月 １日１０時００分から 

  月  日１１時００分まで 
１ 

１時間 

半日・日 

 

３３０円 

 

３３０円 

糸鋸盤 
４月 １日 11 時００分から 

  月  日１2 時００分まで 
１ 

１時間 

半日・日 

 

30 円 

 

30 円 

コンプレッサー 
４月 １日 11 時００分から 

  月  日１2 時００分まで 
１ 

 １時間 

日 

 

１００円 

 

１００円 

 
月  日  時  分から 

  月  日  時  分まで 
 

 時間 

日 

 

円 

 

円 

 
月  日  時  分から 

  月  日  時  分まで 
 

 時間 

日 

 

円 

 

円 

 
月  日  時  分から 

  月  日  時  分まで 
 

 時間 

日 

 

円 

 

円 

 
月  日  時  分から 

 月  日  時  分まで 
 

 時間 

日 

 

円 

 

円 

合 計 金 額 ４６０円 

利用目的 

※具体的に記入して下さい。 

木工品製作のための木材の加工 

利用人数 １  人 支払い方法 窓 口  ・  口座振込 

備考 

 

受付 工芸産業 適用 カードキー貸与 カードキー返却 支払確認 

 工芸 ・ 工芸以外 
No. 

  

記入例 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 
✓ 


